
 

1 

 

   庄内広域水道企業団入札条件 

 

令和８年４月１日 

 

１ 本入札については、法令、庄内広域水道企業団契約に関する規程（令和８年庄内広域水

道企業団企業管理規程第６号）、庄内広域水道企業団入札要綱に定めのあるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

２ 入札回数は３回を限度とする。 

３ 当該入札会に参加する資格を有する者（以下「入札参加者」という）は必要書類等を調

え、入札時間まで入札会場に入室しなければならない。 

４ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１２条及び第１３条により、

建設工事の入札である場合は、入札の際に工事費内訳書（金抜き設計書の項目で単価明細

を除く内訳書）に入札参加者名を記入し押印のうえ提出すること。提出が無い場合入札に

参加することが出来ない。 

５ 工事（委託）費内訳書は、入札及び契約に関する設計図書ではないため、直ちに契約変

更の対象とはしない。 

６ 工事（委託）費内訳書の金額と第１回目の入札書の金額は、同額とする。 

７ 入札後の工事（委託）費内訳書は、入札関係書類（公文書扱い）として保管する。 

８ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条第３項に規定する専任技術者を置かな

ければならない工事にあっては、専任技術者を配置できない場合は、入札参加を辞退しな

ければならない。 

９ 落札者は、契約を締結する権利（予約完結権）を他に譲渡する事ができない。 

１０ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係わる課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当

する額を入札書に記載すること。 

１１ 免税事業者が落札した場合、落札後、免税事業者の届出書により確認を行う。 

１２ 建設工事落札者は、中小企業退職金共済法に基づき金融機関が発行する発注者用掛

金収納書（以下「収納書」という。）を工事契約締結後１カ月以内に提出すること。この

期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合には，あらかじめその事由及び証

紙購入予定を申し出ること（その他の退職金共済制度に加入している場合又は独自の退

職金制度を保有している場合を除く。）。 

 (2) 竣工時に掛金収納受払い簿（写）の提出を求めることがある。 

１３ 見積のために貸与を受けた設計書等を本工事（委託）以外の目的で使用しないこと。 

１４ 前金払いのある工事の請負契約で、前金払の請求をするとき、契約者は前払金保証事
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業会社の保証契約書を添えて請求しなければならない。ただし、債務負担行為などに類す

る工事については、その請求を当該工事の予算措置がなされた年度まで行うことができ

ない。 

１５ 建設工事を請負う者は、経営事項審査を受け、その結果の通知を指名通知時点で受け

ていること。 

１６ ５００ 万円を超える建設工事を受注した者は、実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）

に基づき、その情報を登録すること。 

 

 以下条件は予定価格事前公表の場合に適用する。 

 

１７ 予定価格事前公表の場合の入札回数は１回を限度とする。 

 

※契約締結後に、消費税法関連法令が更に改正となり、適用年月日又は消費税率に変動が生

じた場合は、変更契約での対応とする。 

 

 

 


